
 

 

 

 

 

 

 

 

 名古屋北労働基準監督署の定期監督等の実施結果によりますと、平成２５年は違反率が７９．０％と前年と

比較して５．４％、前々年比では１７．８％上昇しており、３年連続で増加しております。 

また、７月１日には男女雇用機会均等法施行規則が改正され、間接差別となり得る措置の範囲の見直しや、

セクハラの予防や事後対応についての徹底化が行われます。 

近年は特に、労働者派遣、有期労働契約等の非正規労働者の増加と多様化により、労務管理が複雑化してお

り、違反率の高まりにもつながっています。各事業場は適正な労務管理を行うために、労働基準法令について

の正しい知識と行政の指導方針を把握する必要があります。 

そこで、平成２６年度の名古屋北労働基準監督署の重点対策と男女雇用機会均等法施行規則改正をテーマと

した「労働基準行政説明会」を開催いたします。各企業の人事・労務ご担当者の皆様にはぜひともご参加いた

だきたく、ご案内申し上げます。 
 

●日 時     平成２６年６月１７日（火）  午後１時３０分 ～ 午後４時３０分 

●会 場     名古屋栄ビルディング １２階 大会議室 名古屋市東区武平町５－１ 

●内 容    １．挨 拶  名古屋北労働基準監督署長  田 中 哲 夫 氏 

                  ２．名古屋北労働基準監督署による労働基準行政の重点対策について 

  （１）次 長  桑 原 幸 弘 氏 

   「労働基準行政の重点対策について」 

  （２）第一方面主任監督官  山 口 英 俊 氏 

   「派遣労働者・契約社員・パート労働者・業務委託（請負）契約 

~ さまざまな雇用形態に係る労務管理上の留意点」 

  （３）安全衛生課長  松 田 成 正 氏 

   「労働災害防止等について」 

  （４）次 長   山 田   悟 氏 

   「労働保険制度の現状と課題について」 

                  ３．男女雇用機会均等法施行規則の改正について 

 愛知労働局 雇用均等室 室長補佐  河 嶋 小百合 氏 

 

 

 

 

 

 

 

無  料     開 催 の ご 案 内  

主催 一般社団法人 名北労働基準協会     後援 名古屋北労働基準監督署 

平成 26年度 労働基準行政説明会 

 

平成25年度労働基準行政セミナの様子 



●対   象    事業者、労務人事管理部門・安全衛生管理部門責任者、担当者等 

●参加費用    無 料 

                      会場略図 

●定      員    ２００名 定員になり次第締め切ります。            

 

●申込要領 

 申込書を下記へファックスください。 

受講票は開催日の７日前までにお送りいたします。 

一般社団法人 名北労働基準協会 総合受付  

〒４６２－８５７５ 名古屋市北区清水１－１３－１ 

TEL（０５２）９６１―１６６６ 

        FAX（０５２）９６２―１６７０ 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

  労働基準行政説明会申込書（コピー可） 

①会員番号 封筒表面の番号をご記入ください。  ②受講番号 ご記入は不要です。  その他 下記の申込書でご

提供いただいた個人情報は、今回お申し込みいただいた説明会の参加者資料として使用し、参加者の同意なく目的外の

利用を行なうことはありません。 

H26.04 

会 員 番 号 ①       

事 
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場 

名     称  

所  在  地 
〒 

電 話・ F A X Tel（    ）    －       Fax（    ）    － 

 

受 
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者 

受 講 番 号 氏      名 所属部署・役職 
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― 

  

 

―  

  

受講票送付先  受講者 ・ 担当者（部署職名        ・        様） 


